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輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
九
号
）
（
第
一

条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

○
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３
６

○
輸
出
貨
物
が
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
核
兵
器
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
開
発
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め

に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
七
号
）
（
第
三
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３
８
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○
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
九
号
）
（
第
一
条

関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
関
係
）

（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
関
係
）

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の

二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
の
二

三
酸
化
ウ
ラ
ン
、
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
、
二
酸
化
ウ
ラ
ン
、
四
ふ

十
の
二

三
酸
化
ウ
ラ
ン
、
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
、
二
酸
化
ウ
ラ
ン
、
四
ふ

っ
化
ウ
ラ
ン
、
金
属
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
ウ
ラ
ン
の
製
造
用
の
装

っ
化
ウ
ラ
ン
、
金
属
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
四
塩
化
ウ
ラ
ン
の
製
造
用
の
装

置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
若
し
く
は
そ
の
附
属

置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
若
し
く
は
そ
の
附
属

装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

イ

ウ
ラ
ン
精
鉱
を
原
料
と
す
る
三
酸
化
ウ
ラ
ン
の
製
造
用
の
装
置

イ

ウ
ラ
ン
鉱
石
を
原
料
と
す
る
三
酸
化
ウ
ラ
ン
の
製
造
用
の
装
置

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

十
の
三
～
十
三

（
略
）

十
の
三
～
十
三

（
略
）

十
四

工
作
機
械
（
金
属
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
又
は
複
合
材
料
を
加
工
す
る
こ

十
四

工
作
機
械
（
金
属
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
又
は
複
合
材
料
を
加
工
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
輪
郭
制
御
を
す
る
こ
と
が

と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
輪
郭
制
御
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
軸
数
が
二
以
上
の
電
子
制
御
装
置
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き

で
き
る
軸
数
が
二
以
上
の
電
子
制
御
装
置
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
の
う
ち
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

る
も
の
の
う
ち
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
ホ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
ホ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

フ
ラ
イ
ス
削
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
作
機
械
で
あ
っ
て
、
次

ロ

フ
ラ
イ
ス
削
り
又
は
中
ぐ
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
作
機
械
で

の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
（
四

あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

も
の
（
（
四
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）
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十
五
～
六
十

（
略
）

十
五
～
六
十

（
略
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様

２

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様

の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

反
応
器
で
あ
っ
て
、
容
量
が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
超
二
〇
立
方
メ

一

反
応
器
で
あ
っ
て
、
容
量
が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
超
二
〇
立
方
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も
の
の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が

ー
ト
ル
未
満
の
も
の
の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は

被
覆
さ
れ
た
も
の

被
覆
さ
れ
た
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ふ
っ
素
重
合
体

ハ

ふ
っ
素
樹
脂

ニ
～
チ

（
略
）

ニ
～
チ

（
略
）

二

貯
蔵
容
器
で
あ
っ
て
、
容
量
が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

二

貯
蔵
容
器
で
あ
っ
て
、
容
量
が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に

の
の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の

該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ふ
っ
素
重
合
体

ハ

ふ
っ
素
樹
脂

ニ
～
チ

（
略
）

ニ
～
チ

（
略
）

三

熱
交
換
器
若
し
く
は
凝
縮
器
で
あ
っ
て
、
伝
熱
面
積
が
〇
・
一
五
平

三

熱
交
換
器
又
は
凝
縮
器
で
あ
っ
て
、
伝
熱
面
積
が
〇
・
一
五
平
方
メ

方
メ
ー
ト
ル
超
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分

ー
ト
ル
超
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触

品
と
し
て
設
計
さ
れ
た
チ
ュ
ー
ブ
、
プ
レ
ー
ト
、
コ
イ
ル
若
し
く
は
ブ

す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ

ロ
ッ
ク
の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ

、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の

か
に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た

も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ふ
っ
素
重
合
体

ハ

ふ
っ
素
樹
脂

ニ
～
ル

（
略
）

ニ
～
ル

（
略
）

（
削
る
）

三
の
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
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該
当
す
る
も
の

イ

チ
ュ
ー
ブ

ロ

プ
レ
ー
ト

ハ

コ
イ
ル

ニ

ブ
ロ
ッ
ク

四

蒸
留
塔
若
し
く
は
吸
収
塔
で
あ
っ
て
、
塔
の
断
面
積
が
〇
・
〇
〇
七

四

蒸
留
塔
又
は
吸
収
塔
で
あ
っ
て
、
塔
の
断
面
積
が
〇
・
〇
〇
七
八
五

八
五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
と
し
て
設

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て

計
さ
れ
た
液
体
分
配
器
、
蒸
気
分
配
器
若
し
く
は
液
体
収
集
器
の
う
ち

の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ

、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の

材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ふ
っ
素
重
合
体

ハ

ふ
っ
素
樹
脂

ニ
～
リ

（
略
）

ニ
～
リ

（
略
）

（
削
る
）

四
の
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

イ

液
体
分
配
器

ロ

蒸
気
分
配
器

ハ

液
体
収
集
器

五

（
略
）

五

（
略
）

六

か
く
は
ん
機
で
あ
っ
て
、
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
用
い
ら
れ
る

六

か
く
は
ん
機
で
あ
っ
て
、
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
用
い
ら
れ
る

も
の
又
は
そ
の
部
分
品
と
し
て
設
計
さ
れ
た
イ
ン
ペ
ラ
ー
、
ブ
レ
ー
ド

も
の
の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か

若
し
く
は
シ
ャ
フ
ト
の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が

に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は

の

被
覆
さ
れ
た
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ふ
っ
素
重
合
体

ハ

ふ
っ
素
樹
脂

ニ
～
チ

（
略
）

ニ
～
チ

（
略
）

（
削
る
）

六
の
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
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該
当
す
る
も
の

イ

イ
ン
ペ
ラ
ー

ロ

ブ
レ
ー
ド

ハ

シ
ャ
フ
ト

七

呼
び
径
が
一
〇
Ａ
超
の
弁
又
は
そ
の
部
分
品
と
し
て
設
計
さ
れ
た
ケ

七

呼
び
径
が
一
〇
Ａ
超
の
弁
で
あ
っ
て
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て

ー
シ
ン
グ
若
し
く
は
ケ
ー
シ
ン
グ
ラ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
て
、
内
容
物
と
接

の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ

触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ

れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の

れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の

イ
・
ロ

イ
・
ロ

ハ

ふ
っ
素
重
合
体

ハ

ふ
っ
素
樹
脂

ニ
～
リ

（
略
）

ニ
～
リ

（
略
）

（
削
る
）

七
の
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

イ

ケ
ー
シ
ン
グ

ロ

ケ
ー
シ
ン
グ
ラ
イ
ナ
ー

八

内
容
物
の
漏
れ
を
検
知
す
る
装
置
の
取
付
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
多

八

内
容
物
の
漏
れ
を
検
知
す
る
装
置
を
組
み
込
ん
だ
多
重
管
で
あ
っ
て

重
管
で
あ
っ
て
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ

、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

か
に
該
当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た

材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の

も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ふ
っ
素
重
合
体

ハ

ふ
っ
素
樹
脂

ニ
～
リ

（
略
）

ニ
～
リ

（
略
）

九

二
重
以
上
の
シ
ー
ル
で
軸
封
を
し
た
ポ
ン
プ
若
し
く
は
シ
ー
ル
レ
ス

九

二
重
以
上
の
シ
ー
ル
で
軸
封
を
し
た
ポ
ン
プ
若
し
く
は
シ
ー
ル
レ
ス

ポ
ン
プ
で
あ
っ
て
最
高
規
定
吐
出
し
量
が
一
時
間
に
つ
き
〇
・
六
立
方

ポ
ン
プ
で
あ
っ
て
最
高
規
定
吐
出
し
量
が
一
時
間
に
つ
き
〇
・
六
立
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
若
し
く
は
真
空
ポ
ン
プ
で
あ
っ
て
最
高
規
定

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
真
空
ポ
ン
プ
で
あ
っ
て
最
高
規
定
吐
出

吐
出
し
量
が
一
時
間
に
つ
き
五
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
こ

し
量
が
一
時
間
に
つ
き
五
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
内

れ
ら
の
部
分
品
と
し
て
設
計
さ
れ
た
ケ
ー
シ
ン
グ
、
ケ
ー
シ
ン
グ
ラ
イ

容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
材
料

ナ
ー
、
イ
ン
ペ
ラ
ー
、
ロ
ー
タ
ー
若
し
く
は
ジ
ェ
ッ
ト
ポ
ン
プ
ノ
ズ
ル

で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の
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の
う
ち
、
内
容
物
と
接
触
す
る
す
べ
て
の
部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
材
料
で
構
成
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
、
又
は
被
覆
さ
れ
た
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ふ
っ
素
重
合
体

ハ

ふ
っ
素
樹
脂

ニ
～
ル

（
略
）

ニ
～
ル

（
略
）

（
削
る
）

九
の
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

イ

ケ
ー
シ
ン
グ

ロ

ケ
ー
シ
ン
グ
ラ
イ
ナ
ー

ハ

イ
ン
ペ
ラ
ー

ニ

ロ
ー
タ
ー

ホ

ジ
ェ
ッ
ト
ポ
ン
プ
ノ
ズ
ル

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

第
二
条
の
二

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令

第
二
条
の
二

輸
出
令
別
表
第
一
の
三
の
二
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

ウ
イ
ル
ス
（
ワ
ク
チ
ン
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
馬
疫
ウ

一

ウ
イ
ル
ス
（
ワ
ク
チ
ン
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
馬
疫
ウ

イ
ル
ス
、
ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ
ウ
イ
ル
ス
、
ア
ン
デ
ス
ウ
イ
ル
ス
、
エ

イ
ル
ス
、
ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ
ウ
イ
ル
ス
、
エ
ボ
ラ
ウ
イ
ル
ス
、
黄
熱

ボ
ラ
ウ
イ
ル
ス
、
黄
熱
ウ
イ
ル
ス
、
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
ウ
イ
ル
ス
、
オ

ウ
イ
ル
ス
、
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
ウ
イ
ル
ス
、
オ
ム
ス
ク
出
血
熱
ウ
イ
ル

ム
ス
ク
出
血
熱
ウ
イ
ル
ス
、
オ
ロ
ポ
ー
チ
ウ
イ
ル
ス
、
ガ
ナ
リ
ト
ウ
イ

ス
、
オ
ロ
ポ
ー
チ
ウ
イ
ル
ス
、
キ
ャ
サ
ヌ
ー
ル
森
林
病
ウ
イ
ル
ス
、
牛

ル
ス
、
キ
ャ
サ
ヌ
ー
ル
森
林
病
ウ
イ
ル
ス
、
牛
疫
ウ
イ
ル
ス
、
狂
犬
病

疫
ウ
イ
ル
ス
、
狂
犬
病
ウ
イ
ル
ス
、
ク
リ
ミ
ア
ー
コ
ン
ゴ
出
血
熱
ウ
イ

ウ
イ
ル
ス
、
ク
リ
ミ
ア
ー
コ
ン
ゴ
出
血
熱
ウ
イ
ル
ス
、
口
蹄
疫
ウ
イ
ル

ル
ス
、
口
蹄
疫
ウ
イ
ル
ス
、
サ
ル
痘
ウ
イ
ル
ス
、
小
反
芻
獣
疫
ウ
イ
ル

て
い

て
い

す
う

ス
、
サ
ビ
ア
ウ
イ
ル
ス
、
サ
ル
痘
ウ
イ
ル
ス
、
小
反
芻
獣
疫
ウ
イ
ル
ス

ス
、
水
胞
性
口
炎
ウ
イ
ル
ス
、
西
部
ウ
マ
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
、
セ
ン
ト
ル

す
う

、
シ
ン
ノ
ン
ブ
レ
ウ
イ
ル
ス
、
水
胞
性
口
炎
ウ
イ
ル
ス
、
西
部
ウ
マ
脳

イ
ス
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
、
ダ
ニ
媒
介
性
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
、
チ
ク
ン
グ
ニ
ヤ

炎
ウ
イ
ル
ス
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
、
ソ
ウ
ル
ウ
イ
ル
ス
、

ウ
イ
ル
ス
、
跳
躍
病
ウ
イ
ル
ス
、
テ
ッ
シ
ェ
ン
病
ウ
イ
ル
ス
、
デ
ン
グ

ダ
ニ
媒
介
性
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
、
チ
ク
ン
グ
ニ
ヤ
ウ
イ
ル
ス
、
チ
ャ
パ
レ

熱
ウ
イ
ル
ス
、
痘
瘡
ウ
イ
ル
ス
、
東
部
ウ
マ
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
、
ト
リ
イ

ウ
イ
ル
ス
、
跳
躍
病
ウ
イ
ル
ス
、
テ
ッ
シ
ェ
ン
病
ウ
イ
ル
ス
、
テ
ュ
ク

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
五
又
は
Ｈ
七
の
Ｈ
抗
原
を
有
す
る
も
の

ロ
ウ
イ
ル
ス
、
デ
ン
グ
熱
ウ
イ
ル
ス
、
痘
瘡
ウ
イ
ル
ス
、
東
部
ウ
マ
脳

に
限
る
。
）
、
豚
コ
レ
ラ
ウ
イ
ル
ス
、
ニ
パ
ウ
イ
ル
ス
、
日
本
脳
炎
ウ
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炎
ウ
イ
ル
ス
、
ド
ブ
ラ
バ
ー
ベ
ル
グ
レ
ド
ウ
イ
ル
ス
、
ト
リ
イ
ン
フ
ル

イ
ル
ス
、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
ウ
イ
ル
ス
、
肺
及
び
腎
症
候
性
出
血
熱

エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
五
又
は
Ｈ
七
の
Ｈ
抗
原
を
有
す
る
も
の
に
限
る

ウ
イ
ル
ス
、
ハ
ン
タ
ー
ン
ウ
イ
ル
ス
、
ブ
タ
エ
ン
テ
ロ
ウ
イ
ル
ス
九
型

。
）
、
豚
コ
レ
ラ
ウ
イ
ル
ス
、
ニ
パ
ウ
イ
ル
ス
、
日
本
脳
炎
ウ
イ
ル
ス

、
フ
ニ
ン
ウ
イ
ル
ス
、
ブ
ル
ー
タ
ン
グ
ウ
イ
ル
ス
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ
マ

、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
ウ
イ
ル
ス
、
ハ
ン
タ
ー
ン
ウ
イ
ル
ス
、
ブ
タ
エ

脳
炎
ウ
イ
ル
ス
、
ヘ
ン
ド
ラ
ウ
イ
ル
ス
、
ポ
テ
ト
・
ア
ン
デ
ア
ン
・
ラ

ン
テ
ロ
ウ
イ
ル
ス
九
型
、
フ
ニ
ン
ウ
イ
ル
ス
、
ブ
ル
ー
タ
ン
グ
ウ
イ
ル

テ
ン
ト
・
チ
モ
ウ
イ
ル
ス
、
ポ
テ
ト
・
ス
ピ
ン
ド
ル
・
チ
ュ
バ
ー
・
ウ

ス
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ
マ
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
、
ヘ
ン
ド
ラ
ウ
イ
ル
ス
、
ポ
テ

ィ
ロ
イ
ド
、
ポ
ワ
ッ
サ
ン
ウ
イ
ル
ス
、
マ
チ
ュ
ポ
ウ
イ
ル
ス
、
マ
ー
ル

ト
・
ア
ン
デ
ア
ン
・
ラ
テ
ン
ト
・
チ
モ
ウ
イ
ル
ス
、
ポ
テ
ト
・
ス
ピ
ン

ブ
ル
グ
ウ
イ
ル
ス
、
マ
レ
ー
渓
谷
脳
炎
ウ
イ
ル
ス
、
南
ア
メ
リ
カ
出
血

ド
ル
・
チ
ュ
バ
ー
・
ウ
ィ
ロ
イ
ド
、
ポ
ワ
ッ
サ
ン
ウ
イ
ル
ス
、
マ
チ
ュ

熱
、
ヤ
ギ
痘
ウ
イ
ル
ス
、
羊
痘
ウ
イ
ル
ス
、
ラ
ッ
サ
熱
ウ
イ
ル
ス
、
ラ

ポ
ウ
イ
ル
ス
、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
ウ
イ
ル
ス
、
マ
レ
ー
渓
谷
脳
炎
ウ
イ
ル

ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
ウ
イ
ル
ス
、
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
ウ
イ
ル
ス
、
リ
ン
パ

ス
、
ヤ
ギ
痘
ウ
イ
ル
ス
、
羊
痘
ウ
イ
ル
ス
、
ラ
グ
ナ
ネ
グ
ラ
ウ
イ
ル
ス

球
性
脈
絡
髄
膜
炎
ウ
イ
ル
ス
又
は
ロ
シ
オ
ウ
イ
ル
ス

、
ラ
ッ
サ
熱
ウ
イ
ル
ス
、
ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
ウ
イ
ル
ス
、
リ
フ
ト
バ

レ
ー
熱
ウ
イ
ル
ス
、
リ
ン
パ
球
性
脈
絡
髄
膜
炎
ウ
イ
ル
ス
、
ル
ヨ
ウ
イ

ル
ス
又
は
ロ
シ
オ
ウ
イ
ル
ス

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
四
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
三
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
四
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

十

第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

推
進
薬
若
し
く
は
そ
の
原
料
と
な
る
物
質
を
粉
砕
す
る
こ
と
が
で
き
る

推
進
薬
若
し
く
は
そ
の
原
料
と
な
る
物
質
を
粉
砕
す
る
こ
と
が
で
き
る

ジ
ェ
ッ
ト
ミ
ル
又
は
そ
の
部
分
品

ジ
ェ
ッ
ト
ミ
ル
又
は
そ
の
部
分
品

十
の
二
～
十
五

（
略
）

十
の
二
～
十
五

（
略
）

十
六

構
造
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

十
六

構
造
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
モ
リ
ブ
デ
ン
若
し

ヘ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
モ
リ
ブ
デ
ン
若
し

く
は
こ
れ
ら
の
合
金
を
主
た
る
構
成
物
質
と
す
る
粉
又
は
そ
の
粉
を

く
は
こ
れ
ら
の
合
金
を
主
た
る
構
成
物
質
と
す
る
粉
又
は
そ
の
粉
を

固
め
た
も
の
（
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
運
搬
す

固
め
た
も
の
（
ペ
イ
ロ
ー
ド
を
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
運
搬
す
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る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
の
構
造
材
料
と
し
て

る
こ
と
が
で
き
る
ロ
ケ
ッ
ト
又
は
無
人
航
空
機
の
構
造
材
料
と
し
て

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
三
）

タ
ン
グ
ス
テ
ン
又
は
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
含
有
量
が
そ
の
合

（
三
）

タ
ン
グ
ス
テ
ン
若
し
く
は
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
含
有
量
が
そ

金
の
全
重
量
の
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
銅
又
は
銀
を
含
浸
さ

の
合
金
の
全
重
量
の
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
銅
又
は
銀
を
含

せ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
含
有

浸
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の

量
が
合
金
の
全
重
量
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
。
）
の
粉
を
固

含
有
量
が
合
金
の
全
重
量
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
。
）
の
粉

め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
加

を
固
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

工
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

に
加
工
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

十
七
・
十
七
の
二

（
略
）

十
七
・
十
七
の
二

（
略
）

十
七
の
三

加
速
度
計
若
し
く
は
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
若
し
く
は
こ
れ
ら

十
七
の
三

加
速
度
計
若
し
く
は
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
若
し
く
は
こ
れ
ら

を
用
い
た
装
置
、
航
法
装
置
、
磁
気
方
位
セ
ン
サ
ー
又
は
統
合
さ
れ
た

を
用
い
た
装
置
、
航
法
装
置
、
磁
気
方
位
セ
ン
サ
ー
又
は
統
合
さ
れ
た

航
法
シ
ス
テ
ム
の
製
造
用
の
装
置
若
し
く
は
工
具
、
試
験
装
置
、
校
正

航
法
シ
ス
テ
ム
の
製
造
用
の
装
置
若
し
く
は
工
具
、
試
験
装
置
、
校
正

装
置
若
し
く
は
心
合
わ
せ
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次

装
置
若
し
く
は
心
合
わ
せ
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

モ
ー
シ
ョ
ン
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
又
は
レ
ー
ト
テ
ー
ブ
ル
で
あ
っ
て

ニ

モ
ー
シ
ョ
ン
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
又
は
レ
ー
ト
テ
ー
ブ
ル
で
あ
っ
て

、
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
（
工

、
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
（
工

作
機
械
又
は
医
療
用
装
置
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除

作
機
械
又
は
医
療
用
装
置
に
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
を
除

く
。
）

く
。
）

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

ス
リ
ッ
プ
リ
ン
グ
又
は
電
力
の
供
給
若
し
く
は
信
号
情
報

（
二
）

ス
リ
ッ
プ
リ
ン
グ
又
は
電
気
の
供
給
若
し
く
は
信
号
情
報

の
伝
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
非
接
触
型
の
装
置
を
用
い
る
も

の
伝
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
非
接
触
型
の
装
置
を
用
い
る
も

の

の

（
三
）

（
略
）

（
三
）

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）
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十
八
～
二
十
七

（
略
）

十
八
～
二
十
七

（
略
）

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
二
号
、
第
十
五
号
又
は
第
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
の
製

四

第
二
号
、
第
十
五
号
又
は
第
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
の
製

造
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の

造
用
の
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の

部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
（
第
三
条
第
十
一
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除

部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
（
第
三
条
第
十
一
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）

く
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

三
次
元
的
に
織
る
こ
と
が
で
き
る
織
機
又
は
イ
ン
タ
ー
レ
ー
シ
ン

ハ

三
次
元
的
に
織
る
こ
と
が
で
き
る
織
機
又
は
イ
ン
タ
ー
レ
ー
シ
ン

グ
マ
シ
ン
で
あ
っ
て
、
繊
維
を
成
型
品
用
に
織
り
、
編
み
若
し
く
は

グ
マ
シ
ン

組
む
た
め
に
特
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

ニ
～
ト

（
略
）

ニ
～
ト

（
略
）

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）

十

超
電
導
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
長
さ

十

超
電
導
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
長
さ

が
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
全
重
量
が
一
〇
〇
グ
ラ
ム
を

が
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
全
重
量
が
一
〇
〇
グ
ラ
ム
を

超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

ニ
オ
ブ
チ
タ
ン
以
外
の
超
電
導
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
か
ら
な
る
超
電
導

ロ

ニ
オ
ブ
チ
タ
ン
以
外
の
超
電
導
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
か
ら
な
る
超
電
導

材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当

材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
も
の

す
る
も
の

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

削
除

（
二
）

超
電
導
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
の
断
面
積
が
一
〇
〇
万
分
の
二
八

平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

（
三
）

（
略
）

（
三
）

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）
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十
三

重
合
体
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

十
三

重
合
体
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

ビ
ス
マ
レ
イ
ミ
ド
、
ガ
ラ
ス
転
移
点
が
二
九
〇
度
を
超
え
る
芳
香

イ

ビ
ス
マ
レ
イ
ミ
ド
、
芳
香
族
ポ
リ
ア
ミ
ド
イ
ミ
ド
、
芳
香
族
ポ
リ

族
ポ
リ
ア
ミ
ド
イ
ミ
ド
、
芳
香
族
ポ
リ
イ
ミ
ド
又
は
ガ
ラ
ス
転
移
点

イ
ミ
ド
又
は
ガ
ラ
ス
転
移
点
が
二
四
〇
度
を
超
え
る
芳
香
族
ポ
リ
エ

が
二
四
〇
度
を
超
え
る
芳
香
族
ポ
リ
エ
ー
テ
ル
イ
ミ
ド

ー
テ
ル
イ
ミ
ド

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
六

粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ほ
う
素
で
あ
っ
て

十
六

粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ほ
う
素
若
し
く
は

、
ほ
う
素
の
重
量
比
に
よ
る
純
度
が
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若

炭
化
ほ
う
素
で
あ
っ
て
、
純
度
が
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
若
し

し
く
は
そ
の
混
合
物
、
粒
子
の
径
が
六
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

く
は
こ
れ
ら
の
混
合
物
、
硝
酸
グ
ア
ニ
ジ
ン
又
は
ニ
ト
ロ
グ
ア
ニ
ジ
ン

ほ
う
素
合
金
で
あ
っ
て
、
ほ
う
素
の
重
量
比
が
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

の
も
の
若
し
く
は
そ
の
混
合
物
、
硝
酸
グ
ア
ニ
ジ
ン
又
は
ニ
ト
ロ
グ
ア

ニ
ジ
ン

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
五
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
六
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

軸
受
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分

一

軸
受
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分

品
（
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
三
二
九
〇
（
転
が
り
軸
受
―
軸
受
の
部
分
品
―

品
（
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
三
二
九
〇
（
転
が
り
軸
受
―
軸
受
の
部
分
品
―

転
が
り
軸
受
用
の
玉
）
で
定
め
る
精
度
が
グ
レ
ー
ド
五
以
下
の
玉
を
除

転
が
り
軸
受
用
の
玉
）
で
定
め
る
精
度
が
グ
レ
ー
ド
五
以
下
の
玉
を
除

く
。
）

く
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

削
除

ロ

玉
軸
受
又
は
こ
ろ
軸
受
（
円
す
い
こ
ろ
軸
受
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
一
五
一
四
号
で
定
め
る
精
度
が
二
級
以
上
の

も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

工
作
機
械
（
金
属
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
又
は
複
合
材
料
を
加
工
す
る
こ
と

二

工
作
機
械
（
金
属
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
又
は
複
合
材
料
を
加
工
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
電
子
制
御
装
置
を
取
り
付
け

が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
電
子
制
御
装
置
を
取
り
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
（
ヘ
に
該
当
す
る
も
の
及
び
光
学
仕
上
げ
工
作
機
械
を

該
当
す
る
も
の
（
ヘ
に
該
当
す
る
も
の
及
び
光
学
仕
上
げ
工
作
機
械
を
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除
く
。
）

除
く
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

フ
ラ
イ
ス
削
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
作
機
械
で
あ
っ
て
、
次

ロ

フ
ラ
イ
ス
削
り
又
は
中
ぐ
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
作
機
械
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ホ

液
体
ジ
ェ
ッ
ト
加
工
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
作
機
械
、
電
子
ビ

ホ

液
体
ジ
ェ
ッ
ト
加
工
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
作
機
械
、
電
子
ビ

ー
ム
加
工
機
又
は
レ
ー
ザ
ー
加
工
機
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び

ー
ム
加
工
機
又
は
レ
ー
ザ
ー
加
工
機
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び

（
二
）
に
該
当
す
る
回
転
軸
の
数
が
少
な
く
と
も
二
以
上
の
も
の

（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

輪
郭
制
御
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
一
）

輪
郭
制
御
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
転
軸
の
数
が
二
以
上

の
も
の

（
二
）

（
略
）

（
二
）

（
略
）

ヘ

（
略
）

ヘ

（
略
）

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

八

測
定
装
置
（
工
作
機
械
で
あ
っ
て
、
測
定
装
置
と
し
て
使
用
す
る
こ

八

測
定
装
置
（
工
作
機
械
で
あ
っ
て
、
測
定
装
置
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ

と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ

の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
二
号
又

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

は
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

電
子
計
算
機
又
は
数
値
制
御
装
置
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
座
標
測

イ

電
子
計
算
機
又
は
数
値
制
御
装
置
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
座
標
測

定
機
で
あ
っ
て
、
国
際
規
格
で
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
空
間
の
測

定
機
で
あ
っ
て
、
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
〇
三
六
〇
／
二
（
二
〇
〇
一

定
精
度
を
測
定
し
た
場
合
に
、
操
作
範
囲
内
の
い
ず
れ
か
の
測
定
点

）
（
座
標
計
測
第
二
部
）
で
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
り
空
間
の
測
定

に
お
い
て
、
測
定
軸
の
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
最
大
許
容
長

精
度
を
測
定
し
た
場
合
に
、
操
作
範
囲
内
の
い
ず
れ
か
の
測
定
点
に

さ
測
定
誤
差
が
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
当
該
測
定
軸
の
長
さ
に
〇

お
い
て
、
測
定
軸
の
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
最
大
許
容
指
示

・
〇
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
数
値
に
一
・
七
を
加
え
た
数
値
以
下
と
な

誤
差
が
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
当
該
測
定
軸
の
長
さ
に
〇
・
〇
〇

る
も
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
値
に
一
・
七
を
加
え
た
数
値
以
下
と
な
る
も
の

ロ

第
一
条
第
十
七
号
ロ
（
三
）
に
該
当
す
る
も
の
の
部
分
品
で
あ
っ

（
新
設
）

て
、
当
該
装
置
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
能
を
付
加
す
る
よ
う
に
設
計

し
た
も
の
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ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

九

（
略
）

九

（
略
）

十

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
装
置
、
複
合
回
転
テ
ー
ブ
ル
又
は
加
工
中
に
中
心

十

測
定
装
置
又
は
工
作
機
械
の
部
分
品
又
は
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次

線
の
他
の
軸
に
対
す
る
角
度
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
ス
ピ
ン
ド
ル

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
測
定
装
置
又
は
工
作
機
械
の
部
分
品
又
は
附
属
装
置
で
あ

る
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
装
置
で
あ
っ
て
、
直
線
上
の
位
置
を
検
出
す
る

イ

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

位
置
検
出
器
を
有
し
、
当
該
装
置
の
精
度
が
位
置
検
出
器
の
ミ
リ
メ

も
の

ー
ト
ル
で
表
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
有
効
長
さ
の
十
万
分
の
六
パ
ー
セ
ン

（
一
）

直
線
上
の
位
置
を
検
出
す
る
位
置
検
出
器
を
有
す
る
も
の

ト
に
〇
・
〇
〇
〇
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
得
た
数
値
未
満
の
も

で
あ
っ
て
、
当
該
装
置
の
精
度
が
位
置
検
出
器
の
ミ
リ
メ
ー
ト

の

ル
で
表
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
有
効
長
さ
の
十
万
分
の
六
パ
ー
セ
ン

ト
に
〇
・
〇
〇
〇
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
得
た
数
値
未
満

の
も
の

（
二
）

第
一
条
第
十
七
号
ロ
（
三
）
に
該
当
す
る
測
定
装
置
に
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
能
を
付
加
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

集
積
回
路
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

集
積
回
路
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

削
除

ニ

化
合
物
半
導
体
を
用
い
た
記
憶
素
子
用
の
も
の

ホ

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
又
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ナ
ロ
グ
変

ホ

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
又
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ナ
ロ
グ
変

換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い

（
一
）

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

（
略
）

１

（
略
）
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２

分
解
能
が
一
〇
ビ
ッ
ト
以
上
一
二
ビ
ッ
ト
未
満
の
も
の
で

２

分
解
能
が
一
〇
ビ
ッ
ト
以
上
一
二
ビ
ッ
ト
未
満
の
も
の
で

あ
っ
て
、
出
力
速
度
が
三
〇
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
を

あ
っ
て
、
出
力
速
度
が
二
〇
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
を

超
え
る
も
の

超
え
る
も
の

３

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
っ
て
、
出
力
速
度
が

３

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
っ
て
、
出
力
速
度
が

二
〇
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
を
超
え
る
も
の

一
〇
五
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
を
超
え
る
も
の

４

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
超
一
四
ビ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ

４

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
超
一
四
ビ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ

っ
て
、
出
力
速
度
が
一
二
五
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
を
超

っ
て
、
出
力
速
度
が
一
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
を
超
え

え
る
も
の

る
も
の

５

分
解
能
が
一
四
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
出
力

５

分
解
能
が
一
四
ビ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
出
力

速
度
が
二
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
を
超
え
る
も
の

速
度
が
二
・
五
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
を
超
え
る
も
の

（
二
）

デ
ジ
タ
ル
ア
ナ
ロ
グ
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い

（
二
）

デ
ジ
タ
ル
ア
ナ
ロ
グ
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
分
解
能

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

が
一
二
ビ
ッ
ト
以
上
の
も
の
の
う
ち
、
セ
ト
リ
ン
グ
時
間
が
一

１

分
解
能
が
一
〇
ビ
ッ
ト
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
調
整
さ

〇
ナ
ノ
秒
未
満
の
も
の

れ
た
更
新
速
度
が
三
、
五
〇
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
以

上
の
も
の

２

分
解
能
が
一
二
ビ
ッ
ト
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
調
整
さ

れ
た
更
新
速
度
が
一
、
二
五
〇
メ
ガ
サ
ン
プ
リ
ン
グ
毎
秒
以

上
の
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

一
二
ビ
ッ
ト
の
分
解
能
で
動
作
す
る
場
合
の
ア
ナ
ロ
グ

出
力
値
が
、
フ
ル
ス
ケ
ー
ル
の
レ
ベ
ル
か
ら
フ
ル
ス
ケ
ー

ル
の
〇
・
〇
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
レ
ベ
ル
に
変
化
す
る
ま

で
の
セ
ト
リ
ン
グ
時
間
が
九
ナ
ノ
秒
未
満
の
も
の

二

一
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
デ
ジ
タ
ル
入
力
信
号
で
フ
ル
ス

ケ
ー
ル
を
出
力
す
る
場
合
又
は
一
〇
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
未
満

の
デ
ジ
タ
ル
入
力
信
号
で
最
も
高
い
フ
ル
ス
ケ
ー
ル
を
出

力
す
る
場
合
の
ス
プ
リ
ア
ス
・
フ
リ
ー
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

・
レ
ン
ジ
が
六
八
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
も
の

へ
～
ル

（
略
）

へ
～
ル

（
略
）
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二

マ
イ
ク
ロ
波
用
機
器
又
は
ミ
リ
波
用
機
器
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次

二

マ
イ
ク
ロ
波
用
機
器
又
は
ミ
リ
波
用
機
器
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

マ
イ
ク
ロ
波
用
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
を
用
い
た
電
力
増
幅
器

ハ

マ
イ
ク
ロ
波
用
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
を
用
い
た
電
力
増
幅
器

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
四
〇
・
五
ギ
ガ
ヘ

ル
ツ
以
上
四
二
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
動
作
周
波
数
で
使
用
す
る

よ
う
に
設
計
し
た
衛
星
放
送
用
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）

動
作
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル

（
一
）

動
作
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以

ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
四
ワ
ッ
ト
（
三
六
デ
ィ
ー

下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
四
ワ
ッ
ト
（
三
六
デ
ィ
ー
ビ
ー

ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心
周

エ
ム
）
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心
周
波
数

波
数
で
除
し
た
値
が
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

で
除
し
た
値
が
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

（
二
）

動
作
周
波
数
が
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

（
二
）

動
作
周
波
数
が
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下

以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
一
ワ
ッ
ト
（
三
〇
デ
ィ
ー
ビ

で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
一
ワ
ッ
ト
（
三
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ

ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心
周
波

ム
）
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心
周
波
数
で

数
で
除
し
た
値
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

除
し
た
値
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

（
三
）

（
略
）

（
三
）

（
略
）

（
四
）

動
作
周
波
数
が
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
七
・
五
ギ
ガ

（
四
）

動
作
周
波
数
が
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
七
・
五
ギ
ガ

ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ
ッ
ト

ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

を
超
え
る
も
の

（
五
）

（
略
）

（
五
）

（
略
）

（
六
）

動
作
周
波
数
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
、
平
均
出

（
六
）

動
作
周
波
数
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

ニ

マ
イ
ク
ロ
波
用
デ
ィ
ス
ク
リ
ー
ト
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
で
あ
っ
て
、
次

ニ

マ
イ
ク
ロ
波
用
デ
ィ
ス
ク
リ
ー
ト
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
で
あ
っ
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

動
作
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル

（
一
）

動
作
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以

ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
六
〇
ワ
ッ
ト
（
四
七
・
八

下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
六
〇
ワ
ッ
ト
（
四
七
・
八
デ
ィ

デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

（
二
）

動
作
周
波
数
が
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ

（
二
）

動
作
周
波
数
が
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
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ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
二
〇
ワ
ッ
ト
（
四
三
デ

以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
二
〇
ワ
ッ
ト
（
四
三
デ
ィ
ー

ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

（
三
）
・
（
四
）

（
略
）

（
三
）
・
（
四
）

（
略
）

（
五
）

動
作
周
波
数
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
、
平
均
出

（
五
）

動
作
周
波
数
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

ホ

マ
イ
ク
ロ
波
用
固
体
増
幅
器
又
は
マ
イ
ク
ロ
波
用
固
体
増
幅
器
を

ホ

マ
イ
ク
ロ
波
用
固
体
増
幅
器
又
は
マ
イ
ク
ロ
波
用
固
体
増
幅
器
を

含
む
組
立
品
若
し
く
は
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

含
む
組
立
品
若
し
く
は
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
（
マ
イ
ク
ロ
波
用
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
を
用
い

該
当
す
る
も
の
（
マ
イ
ク
ロ
波
用
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
を
用
い

た
電
力
増
幅
器
を
除
く
。
）

た
電
力
増
幅
器
又
は
四
〇
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
上
四
二
・
五
ギ
ガ
ヘ

ル
ツ
以
下
の
動
作
周
波
数
で
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
衛
星
放
送

用
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）

動
作
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル

（
一
）

動
作
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以

ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
六
〇
ワ
ッ
ト
（
四
七
・
八

下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
六
〇
ワ
ッ
ト
（
四
七
・
八
デ
ィ

デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を

ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心

中
心
周
波
数
で
除
し
た
値
が
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

周
波
数
で
除
し
た
値
が
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

（
二
）

動
作
周
波
数
が
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ

（
二
）

動
作
周
波
数
が
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
一
五
ワ
ッ
ト
（
四
二
デ

以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
一
五
ワ
ッ
ト
（
四
二
デ
ィ
ー

ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中

ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心
周

心
周
波
数
で
除
し
た
値
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

波
数
で
除
し
た
値
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

（
三
）

動
作
周
波
数
が
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
七
・
五
ギ
ガ

（
三
）

動
作
周
波
数
が
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
七
・
五
ギ
ガ

ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ
ッ
ト

ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

を
超
え
る
も
の

（
四
）

（
略
）

（
四
）

（
略
）

（
五
）

動
作
周
波
数
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
、
平
均
出

（
五
）

動
作
周
波
数
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

力
値
が
〇
・
一
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

（
六
）

（
略
）

（
六
）

（
略
）

ヘ
～
ワ

（
略
）

ヘ
～
ワ

（
略
）

三
～
十

（
略
）

三
～
十

（
略
）
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十
一

（
略
）

十
の
二

（
略
）

（
削
る
）

十
一

削
除

十
二

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

十
二

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

の

イ

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
七

イ

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
七

・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
三
デ
シ
ベ

・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
、
三
デ

ル
の
分
解
能
帯
域
幅
が
一
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

シ
ベ
ル
の
分
解
能
帯
域
幅
が
一
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

ロ

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
四
十
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
七

ロ

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
四
十
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超

〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の
周
波
数
帯
域
で
、
表
示
平
均
ノ

え
る
周
波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

イ
ズ
レ
ベ
ル
が
マ
イ
ナ
ス
一
五
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
毎
ヘ
ル
ツ
未
満

の
も
の

ハ

無
線
周
波
数
分
析
器
で
あ
っ
て
、
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周

（
新
設
）

波
数
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ニ

デ
ジ
タ
ル
信
号
処
理
技
術
を
用
い
る
も
の
（
中
心
周
波
数
と
帯
域

ハ

デ
ジ
タ
ル
信
号
処
理
技
術
を
用
い
る
も
の
（
中
心
周
波
数
と
帯
域

幅
の
比
が
一
定
で
あ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
の
み
を
使
用
し
て
い
る
も
の
を

幅
の
比
が
一
定
で
あ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
の
み
を
使
用
し
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
実
時
間
帯
域
幅
が
四
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
実
時
間
帯
域
幅
が
五
〇
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
を
超

る
も
の

え
る
も
の

十
三

周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い
た
信
号
発
生
器
の
う
ち
、
合
成

十
三

周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い
た
信
号
発
生
器
の
う
ち
、
合
成

出
力
周
波
数
の
精
度
及
び
安
定
度
が
入
力
周
波
数
又
は
当
該
装
置
の
基

出
力
周
波
数
の
精
度
及
び
安
定
度
が
入
力
周
波
数
又
は
当
該
装
置
の
基

準
参
照
発
振
器
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

準
参
照
発
振
器
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
（
周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い
た
信
号
発
生

か
に
該
当
す
る
も
の
（
周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い
た
信
号
発
生

器
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を
加
算
し
た
値
、
減

器
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を
加
算
し
た
値
、
減

算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓
倍
し
た
値
に
よ
っ
て
出
力
周
波
数
を

算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓
倍
し
た
値
に
よ
っ
て
出
力
周
波
数
を

規
定
す
る
装
置
を
除
く
。
）

規
定
す
る
装
置
を
除
く
。
）

イ

三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の

イ

最
大
合
成
出
力
周
波
数
が
三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
四
三
・
五
ギ

周
波
数
帯
域
で
、
一
〇
〇
ナ
ノ
秒
未
満
の
パ
ル
ス
幅
の
パ
ル
ス
を
発

ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
一
〇
〇
ナ
ノ
秒
未
満
の
パ
ル
ス
幅
の
パ

振
す
る
も
の

ル
ス
を
発
振
す
る
も
の

ロ

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
い
ず
れ
か
の

ロ

最
大
合
成
出
力
周
波
数
が
四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の
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周
波
数
帯
域
で
、
出
力
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
二
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ

ム
）
を
超
え
る
も
の

ハ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ハ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

（
一
）
～
（
四
）

（
略
）

（
五
）

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
五
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
合
成

（
五
）

四
三
・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
合
成
出
力
周
波
数
範
囲

出
力
周
波
数
範
囲
で
、
五
五
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ

で
、
周
波
数
切
換
え
の
所
要
時
間
が
一
ミ
リ
秒
未
満
の
も
の

か
の
周
波
数
切
換
え
の
所
要
時
間
が
一
ミ
リ
秒
未
満
の
も
の

（
六
）

五
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
合
成
出
力

（
新
設
）

周
波
数
範
囲
で
、
二
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の

周
波
数
切
換
え
の
所
要
時
間
が
一
ミ
リ
秒
未
満
の
も
の

ニ

合
成
出
力
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以

ニ

最
大
合
成
出
力
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
、
次
の
（

下
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

ホ

最
大
合
成
出
力
周
波
数
が
七
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

（
新
設
）

十
四
～
十
六

（
略
）

十
四
～
十
六

（
略
）

十
七

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
若
し
く
は
半
導
体
物
質
の
製
造
用
の
装

十
七

半
導
体
素
子
、
集
積
回
路
若
し
く
は
半
導
体
物
質
の
製
造
用
の
装

置
（
ホ
に
お
い
て
「
半
導
体
製
造
装
置
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
試
験

置
（
ホ
に
お
い
て
「
半
導
体
製
造
装
置
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
試
験

装
置
若
し
く
は
集
積
回
路
の
製
造
用
の
マ
ス
ク
若
し
く
は
レ
チ
ク
ル
で

装
置
若
し
く
は
集
積
回
路
の
製
造
用
の
マ
ス
ク
若
し
く
は
レ
チ
ク
ル
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若

し
く
は
附
属
品

し
く
は
附
属
品

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

プ
ラ
ズ
マ
増
殖
型
の
化
学
的
気
相
成
長
装
置
で
あ
っ
て
、
カ
セ
ッ

ニ

プ
ラ
ズ
マ
増
殖
型
の
化
学
的
気
相
成
長
装
置
で
あ
っ
て
、
カ
セ
ッ

ト
ツ
ウ
カ
セ
ッ
ト
機
能
及
び
ロ
ー
ド
ロ
ッ
ク
機
能
を
有
す
る
も
の
又

ト
ツ
ウ
カ
セ
ッ
ト
機
能
及
び
ロ
ー
ド
ロ
ッ
ク
機
能
を
有
す
る
も
の
又

は
ホ
に
該
当
す
る
も
の
に
接
続
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も

は
ホ
に
該
当
す
る
も
の
に
接
続
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も

の
の
う
ち
、
最
小
線
幅
が
六
五
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
半
導
体
素
子

の
の
う
ち
、
最
小
線
幅
が
一
八
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
半
導
体
素

の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
も
の

子
の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
も
の

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

ヘ

リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

ヘ

リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
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の

の

（
一
）

ウ
エ
ハ
ー
の
処
理
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ン
ド
リ
ピ
ー
ト

（
一
）

ウ
エ
ハ
ー
の
処
理
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ン
ド
リ
ピ
ー
ト

方
式
又
は
ス
テ
ッ
プ
ア
ン
ド
ス
キ
ャ
ン
方
式
の
露
光
装
置
で
あ

方
式
又
は
ス
テ
ッ
プ
ア
ン
ド
ス
キ
ャ
ン
方
式
の
露
光
装
置
で
あ

っ
て
、
光
学
方
式
の
も
の
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
を
用
い
た
も
の
の

っ
て
、
光
学
方
式
の
も
の
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
を
用
い
た
も
の
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

（
略
）

１

（
略
）

２

ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
光
源
の
波
長
に
〇
・
三
五
を
乗

２

ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
光
源
の
波
長
に
〇
・
四
五
を
乗

じ
て
得
た
数
値
を
開
口
数
の
値
で
除
し
て
得
た
数
値
が
九
五

じ
て
得
た
数
値
を
開
口
数
の
値
で
除
し
て
得
た
数
値
が
一
八

以
下
の
も
の

〇
以
下
の
も
の

（
二
）

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
九
五
ナ

（
二
）

イ
ン
プ
リ
ン
ト
リ
ソ
グ
ラ
フ
ィ
装
置
で
あ
っ
て
、
一
八
〇

ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
線
幅
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
線
幅
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
三
）

（
略
）

（
三
）

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

十
八
～
二
十
二

（
略
）

十
八
～
二
十
二

（
略
）

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
計
算
機
若
し
く
は
そ
の
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

一

電
子
計
算
機
若
し
く
は
そ
の
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

放
射
線
に
よ
る
影
響
を
防
止
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ

ロ

放
射
線
に
よ
る
影
響
を
防
止
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
三
）

単
事
象
障
害
に
よ
る
エ
ラ
ー
率
が
一
日
当
た
り
一
億
分
の

（
三
）

単
事
象
障
害
に
よ
る
エ
ラ
ー
率
が
一
日
当
た
り
一
、
〇
〇

一
毎
ビ
ッ
ト
未
満
と
な
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

〇
万
分
の
一
毎
ビ
ッ
ト
未
満
と
な
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

三

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
、
そ
の
附
属
装
置
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
電
子

三

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
、
そ
の
附
属
装
置
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
電
子

計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次

計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
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の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分

の
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分

品
（
次
の
リ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
及
び
こ
れ
ら

品
（
次
の
リ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
及
び
こ
れ
ら

の
部
分
品
を
除
く
。
）

の
部
分
品
を
除
く
。
）

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

ト

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
前
条
第
一
号
ホ

ト

前
条
第
一
号
ホ
（
一
）
に
規
定
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

（
一
）
に
規
定
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

チ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
演
算
処
理
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め

チ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
演
算
処
理
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め

に
複
数
の
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
間
で
デ
ー
タ
を
転
送
す
る
よ
う

に
複
数
の
デ
ジ
タ
ル
計
算
機
の
間
で
デ
ー
タ
を
転
送
す
る
よ
う
に
設

に
設
計
し
た
、
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
附
属
装
置
で
あ
っ
て
、
転

計
し
た
装
置
で
あ
っ
て
、
転
送
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
転
送
速
度
が
二
・

送
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
転
送
速
度
が
二
・
〇
ギ
ガ
バ
イ
ト
毎
秒
を
超
え

〇
ギ
ガ
バ
イ
ト
毎
秒
を
超
え
る
も
の

る
も
の

リ
～
ル

（
略
）

リ
～
ル

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

第
八
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
九
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
の

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

伝
送
通
信
装
置
、
電
子
式
交
換
装
置
、
通
信
用
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
、

一

伝
送
通
信
装
置
、
電
子
式
交
換
装
置
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
通
信
ケ
ー
ブ

フ
ェ
ー
ス
ド
ア
レ
ー
ア
ン
テ
ナ
、
監
視
用
の
方
向
探
知
機
、
通
信
妨
害

ル
、
通
信
用
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
、
フ
ェ
ー
ス
ド
ア
レ
ー
ア
ン
テ
ナ
、
監

装
置
又
は
電
波
そ
の
他
の
電
磁
波
を
発
信
す
る
こ
と
な
く
、
電
波
そ
の

視
用
の
方
向
探
知
機
、
通
信
妨
害
装
置
又
は
電
波
そ
の
他
の
電
磁
波
を

他
の
電
磁
波
の
干
渉
を
観
測
す
る
こ
と
に
よ
り
位
置
を
探
知
す
る
こ
と

発
信
す
る
こ
と
な
く
、
電
波
そ
の
他
の
電
磁
波
の
干
渉
を
観
測
す
る
こ

が
で
き
る
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

と
に
よ
り
位
置
を
探
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

通
信
用
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
で
あ
っ
て
、
長
さ
が
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を

四

光
フ
ァ
イ
バ
ー
通
信
ケ
ー
ブ
ル
若
し
く
は
通
信
用
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー

超
え
る
も
の
の
う
ち
、
引
張
強
さ
が
二
ギ
ガ
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
メ
ー

又
は
こ
れ
ら
の
附
属
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ト
ル
以
上
の
も
の

イ

通
信
用
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
で
あ
っ
て
、
長
さ
が
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
引
張
強
さ
が
二
ギ
ガ
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
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メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

ロ

水
底
敷
設
用
に
設
計
さ
れ
た
光
フ
ァ
イ
バ
ー
通
信
ケ
ー
ブ
ル
又
は

そ
の
附
属
品
（
通
信
事
業
者
が
使
用
す
る
公
衆
回
線
又
は
第
十
一
条

第
四
号
イ
（
三
）
若
し
く
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

九

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
有
す
る
電
子
組
立
品
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
若

九

暗
号
装
置
又
は
暗
号
機
能
を
有
す
る
電
子
組
立
品
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
若

し
く
は
集
積
回
路
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

し
く
は
集
積
回
路
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
（
次
の
ヘ
か
ら
ヨ
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第
三
条
第
十
九

当
す
る
も
の
（
次
の
ヘ
か
ら
カ
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
第
三
条
第
十
九

号
ハ
（
二
）
２
又
は
第
十
条
第
五
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

号
ハ
（
二
）
２
又
は
第
十
条
第
五
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
に
設
計
し
た
部

又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
暗
号
機
能
を
実
現
す
る
た
め
に
設
計
し
た
部

分
品
に
限
る
。
）

分
品
に
限
る
。
）

イ
～
カ

（
略
）

イ
～
カ

（
略
）

ヨ

第
九
号
ロ
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

（
新
設
）

す
る
機
能
を
有
し
て
い
な
い
装
置
で
あ
っ
て
、
第
九
号
イ
又
は
ハ
か

ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
暗
号
機
能
全
て
に
つ
い
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

当
該
暗
号
機
能
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

（
二
）

当
該
暗
号
機
能
が
、
暗
号
機
能
有
効
化
の
手
段
に
よ
っ
て

の
み
使
用
可
能
と
な
る
も
の
（
既
に
暗
号
機
能
有
効
化
が
な
さ

れ
た
も
の
を
除
く
。
）

九
の
二

装
置
、
電
子
組
立
品
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
又
は
集
積
回
路
で
あ
っ
て

（
新
設
）

、
こ
れ
ら
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
貨
物
が
第
九
号
若
し

く
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有

す
る
機
能
に
到
達
し
、
若
し
く
は
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

よ
う
に
設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

十
～
十
三

（
略
）

十
～
十
三

（
略
）

第
九
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様

第
九
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様
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の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

音
波
（
超
音
波
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用

一

音
波
（
超
音
波
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用

し
た
水
中
探
知
装
置
、
船
舶
用
の
位
置
決
定
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分

し
た
水
中
探
知
装
置
、
船
舶
用
の
位
置
決
定
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分

品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

送
信
機
能
を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い

イ

送
信
機
能
を
有
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
垂
直
方
向
に
の
み
使
用
す
る
こ
と
が
で

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
垂
直
方
向
に
の
み
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
〇
度
を
超
え
る
走
査
機

き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
二
〇
度
を
超
え
る
走
査
機

能
を
有
し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
水
深
の
測
定
、
水
中
に
あ
る
物

能
を
有
し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
水
深
の
測
定
、
水
中
に
あ
る
物

体
若
し
く
は
水
底
に
埋
も
れ
た
物
体
ま
で
の
距
離
の
測
定
又
は
魚
群

体
若
し
く
は
水
底
に
埋
も
れ
た
物
体
ま
で
の
距
離
の
測
定
又
は
魚
群

探
知
の
み
を
行
う
も
の
及
び
音
響
用
の
ビ
ー
コ
ン
で
あ
っ
て
、
緊
急

探
知
の
み
を
行
う
も
の
及
び
音
響
用
の
ビ
ー
コ
ン
で
あ
っ
て
、
緊
急

用
の
も
の
又
は
水
中
の
任
意
の
位
置
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

用
の
も
の
又
は
水
中
の
任
意
の
位
置
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
設
計
し
た
ピ
ン
ガ
ー
を
除
く
。
）

う
に
設
計
し
た
ピ
ン
ガ
ー
を
除
く
。
）

（
一
）

音
波
を
利
用
し
た
海
底
測
深
機
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

（
一
）

水
底
の
地
形
図
を
作
成
す
る
た
め
の
測
深
機
で
あ
っ
て
、

か
に
該
当
す
る
も
の

次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の

１

海
底
の
地
形
図
を
作
成
す
る
た
め
の
船
舶
用
測
深
機
で
あ

１

垂
直
方
向
か
ら
二
〇
度
を
超
え
る
角
度
で
の
測
定
が
で
き

っ
て
、
次
の
一
か
ら
四
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

る
よ
う
に
設
計
し
、
か
つ
、
水
面
下
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超

一

垂
直
方
向
か
ら
二
〇
度
を
超
え
る
角
度
で
の
測
定
が
で

え
る
海
底
の
地
形
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計

き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

し
た
も
の

二

水
面
下
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
海
底
の
地
形
を
測

２

多
重
ビ
ー
ム
（
い
ず
れ
か
の
音
響
ビ
ー
ム
の
ビ
ー
ム
幅
が

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

一
・
九
度
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
を
組
み
込
む
よ
う
に
設

三

走
査
を
行
う
と
き
の
分
解
能
が
二
未
満
の
も
の

計
し
た
も
の
又
は
測
深
の
制
度
の
平
均
値
が
〇
・
三
パ
ー
セ

四

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
全
て
に
つ
い
て
自
動
的

ン
ト
未
満
と
な
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

に
補
正
を
行
い
、
測
深
の
精
度
を
向
上
さ
せ
る
も
の

イ

セ
ン
サ
ー
の
動
作

ロ

走
査
に
用
い
る
音
波
の
状
態

ハ

セ
ン
サ
ー
が
感
知
す
る
音
波
の
速
度

２

海
底
の
地
形
図
を
作
成
す
る
た
め
の
水
中
測
深
機
で
あ
っ

て
、
次
の
一
及
び
二
に
該
当
す
る
も
の
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一

三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
水
深
で
作
動
す
る
よ
う
に

設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

二

走
査
効
率
が
三
、
八
〇
〇
を
超
え
る
も
の

３

海
底
の
画
像
を
作
成
す
る
た
め
に
設
計
し
た
サ
イ
ド
ス
キ

ャ
ン
ソ
ナ
ー
又
は
合
成
開
口
ソ
ナ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
一
及

び
二
に
該
当
す
る
も
の

一

五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
水
深
で
作
動
す
る
よ
う
に

設
計
又
は
改
造
し
た
も
の

二

進
行
方
向
の
分
解
能
及
び
進
行
方
向
に
直
交
す
る
方
向

の
分
解
能
が
と
も
に
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
状
態

で
作
動
し
て
い
る
と
き
の
走
査
範
囲
が
五
七
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
も
の

（
二
）
～
（
六
）

（
略
）

（
二
）
～
（
六
）

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
削
る
）

二
の
二

音
波
を
利
用
し
て
人
の
水
中
に
お
け
る
活
動
を
妨
害
す
る
装
置

で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
す
る
音
波
が
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
に

お
い
て
音
圧
レ
ベ
ル
が
一
九
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に
設
計
し

た
も
の

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

八

高
速
度
の
撮
影
が
可
能
な
映
画
撮
影
機
、
機
械
式
の
カ
メ
ラ
若
し
く

八

高
速
度
の
撮
影
が
可
能
な
映
画
撮
影
機
、
機
械
式
の
カ
メ
ラ
若
し
く

は
ス
ト
リ
ー
ク
カ
メ
ラ
若
し
く
は
電
子
式
の
カ
メ
ラ
又
は
こ
れ
ら
の
部

は
ス
ト
リ
ー
ク
カ
メ
ラ
若
し
く
は
電
子
式
の
カ
メ
ラ
又
は
こ
れ
ら
の
部

分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
十
一
条
に
該

分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
十
一
条
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

第
三
号
ロ
に
該
当
す
る
イ
メ
ー
ジ
増
強
管
を
組
み
込
ん
だ

（
一
）

第
三
号
ロ
に
該
当
す
る
イ
メ
ー
ジ
増
強
管
を
組
み
込
ん
だ

も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

も
の

１

水
中
用
に
設
計
し
て
い
な
い
も
の
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２

水
中
用
に
設
計
し
た
も
の

（
二
）

第
三
号
ホ
に
該
当
す
る
フ
ォ
ー
カ
ル
プ
レ
ー
ン
ア
レ
ー
を

（
二
）

第
三
号
ホ
に
該
当
す
る
フ
ォ
ー
カ
ル
プ
レ
ー
ン
ア
レ
ー
を

組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

組
み
込
ん
だ
も
の

の１

水
中
用
に
設
計
し
て
い
な
い
も
の

２

水
中
用
に
設
計
し
た
も
の

（
三
）

（
略
）

（
三
）

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
の
二

レ
ー
ザ
ー
光
を
利
用
し
て
音
声
を
探
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、

（
新
設
）

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

イ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
の
持
続
波
の
定
格
出
力
が
二
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以

上
の
も
の

ロ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
の
周
波
数
の
安
定
度
が
一
〇
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下

の
も
の

ハ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
の
波
長
範
囲
が
一
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以

上
二
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

ニ

光
学
系
の
分
解
能
が
一
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

ホ

信
号
対
雑
音
比
が
一
、
〇
〇
〇
以
上
の
も
の

十
一

磁
力
計
、
磁
場
勾
配
計
（
医
療
用
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
）

十
一

磁
力
計
、
磁
場
勾
配
計
（
医
療
用
に
設
計
し
た
も
の
を
除
く
。
）

若
し
く
は
水
中
電
場
セ
ン
サ
ー
（
漁
業
用
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ

若
し
く
は
水
中
電
場
セ
ン
サ
ー
（
漁
業
用
を
除
く
。
）
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
校
正
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

ら
の
校
正
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の

該
当
す
る
も
の

イ

超
電
導
の
技
術
を
利
用
し
た
磁
力
計
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

イ

超
電
導
の
技
術
を
利
用
し
た
磁
力
計
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

運
動
中
に
生
じ
る
ノ
イ
ズ
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
設
計
し

（
二
）

運
動
中
に
生
じ
る
ノ
イ
ズ
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
設
計
し

た
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
に
お

た
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
に
お
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い
て
運
動
中
の
感
度
が
二
〇
ピ
コ
テ
ス
ラ
未
満
の
も
の

い
て
運
動
中
の
ノ
イ
ズ
レ
ベ
ル
が
二
〇
ピ
コ
テ
ス
ラ
未
満
の
も

の

ロ
～
ワ

（
略
）

ロ
～
ワ

（
略
）

十
一
の
二

水
中
に
お
い
て
磁
場
又
は
電
場
を
検
知
す
る
装
置
で
あ
っ
て

（
新
設
）

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

第
十
一
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
磁
力
計
を
組
み
込
ん
だ
も
の

ロ

第
十
一
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
磁
力
計
又
は

同
号
ト
に
該
当
す
る
水
中
電
場
セ
ン
サ
ー
を
組
み
込
ん
だ
も
の

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

十
三

レ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ

十
三

レ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ

の
部
分
品
（
二
次
監
視
レ
ー
ダ
ー
、
民
生
用
自
動
車
レ
ー
ダ
ー
、
気
象

の
部
分
品
（
二
次
監
視
レ
ー
ダ
ー
、
民
生
用
自
動
車
レ
ー
ダ
ー
、
気
象

レ
ー
ダ
ー
、
国
際
民
間
航
空
機
関
の
定
め
る
標
準
に
準
拠
し
た
精
測
進

レ
ー
ダ
ー
、
国
際
民
間
航
空
機
関
の
定
め
る
標
準
に
準
拠
し
た
精
測
進

入
レ
ー
ダ
ー
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
レ
ー
ダ
ー
の
部
分
品
で
あ
っ
て

入
レ
ー
ダ
ー
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
レ
ー
ダ
ー
の
部
分
品
で
あ
っ
て

航
空
管
制
用
の
表
示
装
置
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）

航
空
管
制
用
の
表
示
装
置
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）

イ
～
ル

（
略
）

イ
～
ル

（
略
）

ヲ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
デ
ー
タ
処
理
技
術
を
利
用
す
る
も
の

ヲ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
デ
ー
タ
処
理
技
術
を
利
用
す
る
も
の

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

削
除

（
二
）

走
査
速
度
が
一
定
で
な
い
一
次
レ
ー
ダ
ー
を
用
い
て
目
標

の
速
度
を
計
算
す
る
技
術

（
三
）

第
十
三
号
ヘ
又
は
リ
に
該
当
す
る
一
の
レ
ー
ダ
ー
を
単
独

（
三
）

互
い
の
距
離
が
一
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
か
つ
、

で
使
用
す
る
と
き
よ
り
も
性
能
が
向
上
す
る
よ
う
、
互
い
の
距

二
以
上
の
レ
ー
ダ
ー
を
用
い
、
い
ず
れ
か
一
の
レ
ー
ダ
ー
を
単

離
が
一
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
二
以
上
の
レ
ー

独
で
使
用
す
る
と
き
よ
り
も
性
能
が
向
上
す
る
よ
う
に
実
時
間

ダ
ー
か
ら
得
ら
れ
る
目
標
デ
ー
タ
の
重
ね
合
わ
せ
、
相
関
又
は

で
目
標
デ
ー
タ
の
重
ね
合
わ
せ
、
相
関
又
は
デ
ー
タ
フ
ュ
ー
ジ

デ
ー
タ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
六
秒
以
内
で
行
う
技
術
（
海
上
交
通

ョ
ン
を
行
う
技
術
（
海
上
交
通
管
制
用
の
も
の
を
除
く
。
）

管
制
用
の
も
の
を
除
く
。
）

（
四
）

第
十
三
号
ヘ
又
は
リ
に
該
当
す
る
一
の
レ
ー
ダ
ー
を
単
独

（
四
）

車
両
、
船
舶
、
航
空
機
又
は
人
工
衛
星
そ
の
他
の
宇
宙
開

で
使
用
す
る
と
き
よ
り
も
性
能
が
向
上
す
る
よ
う
、
車
両
、
船

発
用
の
飛
し
ょ
う
体
に
搭
載
し
た
レ
ー
ダ
ー
を
含
む
二
以
上
の

舶
、
航
空
機
又
は
人
工
衛
星
そ
の
他
の
宇
宙
開
発
用
の
飛
し
ょ

レ
ー
ダ
ー
を
用
い
、
い
ず
れ
か
一
の
レ
ー
ダ
ー
を
単
独
で
使
用
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う
体
に
搭
載
し
た
レ
ー
ダ
ー
を
含
む
二
以
上
の
レ
ー
ダ
ー
か
ら

す
る
と
き
よ
り
も
性
能
が
向
上
す
る
よ
う
に
実
時
間
で
目
標
デ

得
ら
れ
る
目
標
デ
ー
タ
の
重
ね
合
わ
せ
、
相
関
又
は
デ
ー
タ
フ

ー
タ
の
重
ね
合
わ
せ
、
相
関
又
は
デ
ー
タ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
行

ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
六
秒
以
内
で
行
う
技
術
（
海
上
交
通
管
制
用
の

う
技
術
（
海
上
交
通
管
制
用
の
も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

十
四
～
十
六

（
略
）

十
四
～
十
六

（
略
）

第
十
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
一
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様

第
十
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
一
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕
様

の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

加
速
度
計
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の

一

加
速
度
計
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の

部
分
品

部
分
品

イ

直
線
加
速
度
計
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

直
線
加
速
度
計
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

（
略
）

（
一
）

（
略
）

（
二
）

一
四
七
・
一
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
超
九
八
一
メ
ー
ト
ル

（
二
）

一
四
七
・
一
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
を
超
え
る
直
線
加
速

毎
秒
毎
秒
以
下
の
直
線
加
速
度
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

度
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ

う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る

て
、
次
の
１
及
び
２
に
該
当
す
る
も
の

も
の

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
三
）

（
略
）

（
三
）

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
若
し
く
は
角
速
度
セ
ン
サ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の

二

ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
若
し
く
は
角
速
度
セ
ン
サ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

イ

九
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
以
下
の
直
線
加
速
度
で
使
用
す
る
こ

イ

九
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
以
下
の
直
線
加
速
度
で
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
九
・
八
一
メ
ー
ト

該
当
す
る
も
の

ル
毎
秒
毎
秒
の
状
態
に
お
け
る
バ
イ
ア
ス
の
安
定
性
が
一
月
間
で
一

（
一
）

測
定
範
囲
が
一
秒
当
た
り
五
〇
〇
度
未
満
の
も
の
で
あ
っ

時
間
当
た
り
〇
・
五
度
未
満
の
も
の

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ロ

角
度
の
ラ
ン
ダ
ム
ウ
ォ
ー
ク
を
時
間
の
平
方
根
当
た
り
で
表
し
た

１

バ
イ
ア
ス
の
安
定
性
が
、
九
・
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒

実
効
値
が
〇
・
〇
〇
三
五
度
以
下
の
も
の
（
ス
ピ
ニ
ン
グ
マ
ス
ジ
ャ

の
状
態
で
一
月
間
測
定
し
た
場
合
に
、
一
時
間
あ
た
り
〇
・

イ
ロ
を
除
く
。
）
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五
度
未
満
の
も
の

ハ

測
定
範
囲
が
一
秒
当
た
り
五
〇
〇
度
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次

２

角
度
の
ラ
ン
ダ
ム
ウ
ォ
ー
ク
を
時
間
の
平
方
根
当
た
り
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

表
し
た
実
効
値
が
〇
・
〇
〇
三
五
度
以
下
の
も
の
（
ス
ピ
ニ

（
一
）

バ
イ
ア
ス
の
安
定
性
が
、
九
・
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒

ン
グ
マ
ス
ジ
ャ
イ
ロ
を
除
く
。
）

の
状
態
で
三
分
間
測
定
し
た
場
合
に
、
一
時
間
に
つ
き
四
〇
度

（
二
）

測
定
範
囲
が
一
秒
当
た
り
五
〇
〇
度
以
上
の
も
の
で
あ
っ

未
満
の
も
の

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
二
）

角
度
の
ラ
ン
ダ
ム
ウ
ォ
ー
ク
を
時
間
の
平
方
根
当
た
り
で

１

バ
イ
ア
ス
の
安
定
性
が
、
九
・
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒

表
し
た
実
効
値
が
〇
・
二
度
以
下
の
も
の

の
状
態
で
三
分
間
測
定
し
た
場
合
に
、
一
時
間
に
つ
き
四
〇

ニ

九
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
を
超
え
る
直
線
加
速
度
で
使
用
す
る

度
未
満
の
も
の

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

２

角
度
の
ラ
ン
ダ
ム
ウ
ォ
ー
ク
を
時
間
の
平
方
根
当
た
り
で

表
し
た
実
効
値
が
〇
・
二
度
以
下
の
も
の
（
ス
ピ
ニ
ン
グ
マ

ス
ジ
ャ
イ
ロ
を
除
く
。
）

ロ

九
八
一
メ
ー
ト
ル
毎
秒
毎
秒
を
超
え
る
直
線
加
速
度
で
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

三
～
三
の
三

（
略
）

三
～
三
の
三

（
略
）

三
の
四

第
一
号
に
該
当
す
る
加
速
度
計
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
す
る

三
の
四

第
一
号
に
該
当
す
る
加
速
度
計
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
す
る

ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
を
組
み
込
ん
だ
慣
性
測
定
装
置
（
慣
性
計
測
ユ
ニ

ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
を
組
み
込
ん
だ
慣
性
測
定
装
置
（
慣
性
計
測
ユ
ニ

ッ
ト
及
び
慣
性
基
準
装
置
を
含
む
。
）

ッ
ト
及
び
慣
性
基
準
装
置
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
部
分
品

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

第
十
一
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

第
十
一
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
二
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

音
波
を
利
用
し
て
人
の
水
中
に
お
け
る
活
動
を
妨
害
す
る
装
置
で

（
新
設
）

あ
っ
て
、
当
該
利
用
す
る
音
波
が
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
に
お

い
て
音
圧
レ
ベ
ル
が
一
九
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に
設
計
し
た

も
の
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第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

航
空
機
用
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

一

航
空
機
用
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

イ

第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
の
い
ず
れ
か

イ

第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
及
び
ヌ
の
い
ず

、
同
項
第
三
号
若
し
く
は
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ

し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
又
は
第
二

ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若

十
七
条
第
六
項
各
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必

し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
又
は
第
二

要
な
技
術
を
用
い
た
も
の
。
た
だ
し
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も

十
七
条
第
六
項
各
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必

の
を
除
く
。

要
な
技
術
を
用
い
た
も
の
。
た
だ
し
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
第
二
十
五
条
第
三

三

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
第
二
十
五
条
第
三

項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
の
い
ず
れ
か
、
同
項
第
三
号
若
し
く

項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
及
び
ヌ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

は
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技

の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
、

術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
七
条
第
六
項
各
号
に
該
当

同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術

す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
を
用
い
た
も
の
の
う

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
七
条
第
六
項
各
号
に
該
当
す

ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
に
使
用
す

る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
を
用
い
た
も
の
の
う
ち

る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の
。

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
に
使
用
す
る

よ
う
に
設
計
し
た
も
の
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

四
～
十
の
二

（
略
）

四
～
十
の
二

（
略
）

十
一

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
鋳
造
に
よ
る
ブ
レ
ー
ド
、
ベ
ー
ン
又

十
一

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
鋳
造
に
よ
る
ブ
レ
ー
ド
、
ベ
ー
ン
又

は
チ
ッ
プ
シ
ュ
ラ
ウ
ド
を
製
造
す
る
た
め
の
装
置
又
は
工
具
（
型
を
含

は
テ
ィ
ッ
プ
シ
ュ
ラ
ウ
ド
を
製
造
す
る
た
め
の
装
置
又
は
工
具
（
型
を

む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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十
二

実
時
間
で
制
御
す
る
装
置
、
計
測
器
（
セ
ン
サ
ー
を
含
む
。
）
又

十
二

第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
及
び
ヌ
の
い
ず

は
自
動
的
に
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
解
析
す
る
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
イ

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ

及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く

イ

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
又
は
そ
の
部
分
品
を
設
計
す
る
た
め
に

は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
七
条

特
に
設
計
し
た
も
の

第
六
項
各
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術

ロ

第
二
十
五
条
第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
の
設

を
用
い
た
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
又
は
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の

計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
を
用
い
た

部
分
品
を
設
計
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
時
間
で
制
御
す
る
装

も
の

置
、
計
測
器
（
セ
ン
サ
ー
を
含
む
。
）
又
は
自
動
的
に
デ
ー
タ
を
収
集

し
、
解
析
す
る
装
置

十
三

チ
ッ
プ
に
お
け
る
周
速
が
三
三
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
も
の

十
三

テ
ィ
ッ
プ
に
お
け
る
周
速
が
三
三
五
メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
も

で
あ
っ
て
、
五
〇
〇
度
を
超
え
る
温
度
に
お
い
て
運
転
で
き
る
よ
う
に

の
で
あ
っ
て
、
五
〇
〇
度
を
超
え
る
温
度
に
お
い
て
運
転
で
き
る
よ
う

設
計
し
た
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
ブ
ラ
シ
シ
ー
ル
の
製
造
用
の
装

に
設
計
し
た
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
ブ
ラ
シ
シ
ー
ル
の
製
造
用
の

置
若
し
く
は
試
験
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

装
置
若
し
く
は
試
験
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

十
四
～
二
十

（
略
）

十
四
～
二
十

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

第
十
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
仕

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

繋
索
式
で
な
い
潜
水
艇
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

九

繋
索
式
で
な
い
潜
水
艇
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

無
人
式
の
潜
水
艇
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ロ

無
人
式
の
潜
水
艇
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
三
）

光
伝
送
の
方
式
に
よ
っ
て
一
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の

（
三
）

長
さ
が
一
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
光
フ
ァ
イ
バ
ー

距
離
で
デ
ー
タ
又
は
指
令
を
送
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

に
よ
っ
て
デ
ー
タ
又
は
指
令
を
送
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

十

排
水
量
が
一
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

十

排
水
量
が
一
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
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る
防
音
装
置
又
は
磁
気
軸
受
で
あ
っ
て
、
伝
動
装
置
に
使
用
で
き
る
よ

る
防
音
装
置
又
は
磁
気
軸
受
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る

う
に
設
計
し
た
も
の

も
の

イ

伝
動
装
置
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
設
計
し
た
も
の

ロ

振
動
源
に
対
し
て
直
接
的
に
対
抗
振
動
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
能
動
的
に
防
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
制
御
装
置
を
有
す
る
も

の

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

第
十
五
条
～
第
十
七
条

（
略
）

第
十
五
条
～
第
十
七
条

（
略
）

第
十
八
条

外
為
令
別
表
の
六
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

第
十
八
条

外
為
令
別
表
の
六
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
五
条
第
二
号
ロ
（
三
）
若
し
く
は
ニ
、
第
三
号
、
第
五
号
若
し
く

一

第
五
条
第
二
号
ロ
（
三
）
若
し
く
は
ニ
、
第
三
号
、
第
五
号
若
し
く

は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

フ
ラ
イ
ス
削
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
作
機
械
で
あ
っ
て
、
次

ロ

フ
ラ
イ
ス
削
り
又
は
中
ぐ
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
作
機
械
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

第
十
九
条

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の
（
同
条
第
十
六
号
ロ
又
は
第
十
七
号
イ
（

二

第
六
条
に
該
当
す
る
も
の
（
同
条
第
十
六
号
ロ
又
は
第
十
七
号
イ
（

二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

二
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
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い
も
の

い
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

同
条
第
一
号
ハ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集
積
回
路

ロ

同
条
第
一
号
ハ
か
ら
ル
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
集
積
回
路

の
う
ち
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は

の
う
ち
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は

製
造
に
必
要
な
技
術

製
造
に
必
要
な
技
術

（
一
）

最
小
線
幅
が
〇
・
一
三
〇
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

（
一
）

最
小
線
幅
が
〇
・
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

の

（
二
）

多
層
構
造
を
有
す
る
も
の
（
金
属
層
が
三
層
以
下
の
も
の

（
二
）

多
層
構
造
（
多
結
晶
シ
リ
コ
ン
層
及
び
金
属
層
が
い
ず
れ

に
限
る
。
）

も
三
層
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
有
し
な
い
も
の

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
一
条

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

第
二
十
一
条

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い

九

第
八
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物

ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す
る
機
能
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も

の
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
当
該
機
能
の
シ
ミ
ュ
レ

の
、
当
該
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
又
は
当
該
機
能
の
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

十
～
十
五

（
略
）

十
～
十
五

（
略
）

十
六

技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
技
術
を
用
い

（
新
設
）

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
貨
物
が
第
八
条
第
九
号
又
は
第
十
号
か

ら
第
十
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す
る
機
能
に
到

達
し
、
又
は
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の

十
七

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
る
こ
と
に
よ

（
新
設
）

っ
て
の
み
、
あ
る
貨
物
が
第
八
条
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
か
ら
第
十
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二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
有
す
る
機
能
に
到
達
し
、

若
し
く
は
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
設
計
又
は
改
造

し
た
も
の

２

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

２

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

第
三
号
の
二
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十
一
号
又
は
前
号
の
い
ず

十
五

第
三
号
の
二
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
十
一
号
又
は
前
号

れ
か
に
該
当
す
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
を
支
援
す
る
た
め

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
を
支
援
す

に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

３

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

３

外
為
令
別
表
の
九
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は
、

通
信
用
に
設
計
し
た
マ
イ
ク
ロ
波
用
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
を
用
い
た

通
信
用
に
設
計
し
た
マ
イ
ク
ロ
波
用
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
を
用
い
た

電
力
増
幅
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は

電
力
増
幅
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は

製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
と
す
る
。

製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

動
作
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で

一

動
作
周
波
数
が
三
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ

あ
っ
て
、
平
均
出
力
値
が
四
ワ
ッ
ト
（
三
六
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超

て
、
平
均
出
力
値
が
四
ワ
ッ
ト
（
三
六
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る

え
る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心
周
波
数
で
除
し
た
値
が
一
五

も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心
周
波
数
で
除
し
た
値
が
一
五
パ
ー

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

二

動
作
周
波
数
が
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ

二

動
作
周
波
数
が
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
一
六
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て

っ
て
、
平
均
出
力
値
が
一
ワ
ッ
ト
（
三
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え

、
平
均
出
力
値
が
一
ワ
ッ
ト
（
三
〇
デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も

る
も
の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心
周
波
数
で
除
し
た
値
が
一
〇
パ

の
の
う
ち
、
瞬
時
帯
域
幅
を
中
心
周
波
数
で
除
し
た
値
が
一
〇
パ
ー
セ

ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

ン
ト
を
超
え
る
も
の

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

第
二
十
二
条

外
為
令
別
表
の
一
〇
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

第
二
十
二
条

外
為
令
別
表
の
一
〇
の
項
（
一
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
九
条
第
一
号
イ
（
二
）
、
（
六
）
若
し
く
は
ロ
（
三
）
、
第
三
号

二

第
九
条
第
一
号
イ
（
二
）
、
（
六
）
若
し
く
は
ロ
（
三
）
、
第
三
号
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イ
、
ロ
若
し
く
は
ホ
、
第
四
号
、
第
五
号
イ
、
第
八
号
イ
（
一
）
１
、

イ
、
ロ
、
ホ
若
し
く
は
ヘ
、
第
四
号
、
第
五
号
イ
、
第
八
号
イ
、
第
九

（
二
）
１
若
し
く
は
（
三
）
、
第
九
号
ハ
若
し
く
は
ニ
、
第
十
一
号
ロ

号
ハ
若
し
く
は
ニ
、
第
十
一
号
ロ
又
は
第
十
三
号
ニ
、
チ
若
し
く
は
ル

、
第
十
一
号
の
二
イ
又
は
第
十
三
号
ニ
、
チ
若
し
く
は
ル
に
該
当
す
る

に
該
当
す
る
も
の
の
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

も
の
の
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

２

外
為
令
別
表
の
一
〇
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

２

外
為
令
別
表
の
一
〇
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

三

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

第
九
条
第
十
一
号
の
二
に
該
当
す
る
も
の
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

（
新
設
）

て
、
磁
場
若
し
く
は
電
場
に
係
る
デ
ー
タ
を
実
時
間
処
理
す
る
た
め

に
設
計
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
ソ
ー
ス
コ
ー
ド

四

（
略
）

四

（
略
）

３

外
為
令
別
表
の
一
〇
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

３

外
為
令
別
表
の
一
〇
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

光
学
的
被
膜
で
あ
っ
て
、
直
径
又
は
長
軸
の
長
さ
が
五
〇
〇
ミ
リ
メ

一

光
学
的
被
膜
で
あ
っ
て
、
直
径
又
は
長
軸
の
長
さ
が
五
〇
〇
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
吸
収
及
び
散
乱
に
よ
る
損
失
が
〇
・
〇
〇
五

ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
吸
収
及
び
散
乱
に
よ
る
損
失
が
〇
・
〇
〇
五

未
満
の
も
の
の
う
ち
、
光
学
的
被
膜
の
厚
さ
に
係
る
均
一
度
が
九
九
・

未
満
の
も
の
の
う
ち
、
均
一
度
が
九
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
の
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

の
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

除
く
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

外
為
令
別
表
の
一
一
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

２

外
為
令
別
表
の
一
一
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

第
二
十
七
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
プ

（
新
設
）

ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

（
削
る
）

３

外
為
令
別
表
の
一
一
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
内
蔵
し
た
慣
性
航

法
装
置
又
は
ジ
ャ
イ
ロ
天
測
航
法
装
置
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

二

第
二
十
七
条
第
三
項
各
号
又
は
第
四
項
に
該
当
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

設
計
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

３

外
為
令
別
表
の
一
一
の
項
（
四
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

４

外
為
令
別
表
の
一
一
の
項
（
四
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
（

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
（

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

航
空
機
用
の
三
次
元
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

ハ

航
空
機
用
の
ラ
ス
タ
ー
型
ヘ
ッ
ド
ア
ッ
プ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
又
は
三

次
元
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

ニ
～
ヘ

（
略
）

ニ
～
ヘ

（
略
）

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

外
為
令
別
表
の
一
三
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

２

外
為
令
別
表
の
一
三
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除

一

第
十
二
条
に
該
当
す
る
も
の
を
フ
ル
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
デ
ジ
タ
ル
エ

く
。
）
を
用
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
第
十
二
条
に
該
当
す
る
も

ン
ジ
ン
制
御
す
る
た
め
の
装
置
を
使
用
す
る
た
め
に
設
計
し
た
プ
ロ
グ

の
を
フ
ル
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
デ
ジ
タ
ル
エ
ン
ジ
ン
制
御
す
る
た
め
の
装

ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
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置
に
使
用
さ
れ
る
も
の

イ

推
進
装
置
又
は
そ
の
試
験
装
置
を
デ
ジ
タ
ル
制
御
す
る
た
め
の
装

置
に
用
い
る
た
め
の
も
の

ロ

推
進
装
置
又
は
そ
の
試
験
装
置
を
フ
ル
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
デ
ジ
タ

ル
エ
ン
ジ
ン
制
御
す
る
た
め
の
装
置
の
故
障
許
容
機
能
の
た
め
の
も

の

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３

外
為
令
別
表
の
一
三
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

３

外
為
令
別
表
の
一
三
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

二

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム

該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
除
く
。
）
又
は
そ
の
設
計
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
除
く
。
）
又
は
そ
の
設
計
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

イ
～
チ

（
略
）

イ
～
チ

（
略
）

リ

削
除

リ

流
路
の
形
状
を
可
変
に
す
る
た
め
の
も
の
（
入
口
案
内
翼
、
可
変

ピ
ッ
チ
フ
ァ
ン
又
は
圧
縮
機
の
可
変
ス
テ
ー
タ
若
し
く
は
ブ
リ
ー
ド

バ
ル
ブ
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
制
御
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
貨
物
の
た
め
の
も
の
（
逆
推
力
の
た
め
の
も
の
を
除

く
。
）

（
一
）

ガ
ス
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
ー
タ
ー
ビ
ン

（
二
）

フ
ァ
ン
タ
ー
ビ
ン
又
は
パ
ワ
ー
タ
ー
ビ
ン

（
三
）

プ
ロ
ペ
リ
ン
グ
ノ
ズ
ル

ヌ
・
ル

ヌ
・
ル

三

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ

三

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ

ン
ジ
ン
を
フ
ル
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
デ
ジ
タ
ル
エ
ン
ジ
ン
制
御
す
る
た
め

ン
ジ
ン
を
フ
ル
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
デ
ジ
タ
ル
エ
ン
ジ
ン
制
御
す
る
た
め

の
装
置
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

の
装
置
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
で

）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
設
計
の
た

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）
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四

ガ
ス
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
ー
タ
ー
ビ
ン
、
フ
ァ
ン
タ
ー
ビ
ン
、
パ
ワ
ー
タ

（
新
設
）

ー
ビ
ン
、
若
し
く
は
プ
ロ
ペ
リ
ン
グ
ノ
ズ
ル
に
係
る
エ
ン
ジ
ン
の
安
定

性
を
維
持
す
る
た
め
に
設
計
し
た
流
路
の
形
状
を
可
変
に
す
る
た
め
の

装
置
の
設
計
若
し
く
は
製
造
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
そ
の
設
計
の
た
め

の
プ
ロ
グ
ラ
ム

イ

エ
ン
ジ
ン
の
安
定
性
を
維
持
す
る
部
分
品
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る

た
め
の
設
計
に
係
る
技
術

ロ

流
路
の
形
状
を
可
変
に
す
る
た
め
の
装
置
の
た
め
の
部
分
品
で
あ

っ
て
、
エ
ン
ジ
ン
の
安
定
性
を
維
持
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に

係
る
技
術

ハ

流
路
の
形
状
を
可
変
に
す
る
た
め
の
装
置
の
た
め
の
制
御
則
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ム
（
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
エ
ン
ジ
ン
の

安
定
性
を
維
持
す
る
も
の
の
設
計
に
係
る
技
術

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

第
二
十
六
条
～
第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
六
条
～
第
二
十
八
条

（
略
）

別
表
第
一
～
別
表
第
三

（
略
）

別
表
第
一
～
別
表
第
三

（
略
）
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○
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
許
可
の
手
続
等
）

（
許
可
の
手
続
等
）

第
一
条

経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
一
条

経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
許
可
申
請
書
二
通
を
、
経
済
産

者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
許
可
申
請
書
二
通
を
、
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
役
務
取
引
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
許
可
の

三

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
役
務
取
引
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
許
可
の

申
請
を
す
る
者

別
紙
様
式
第
三
に
よ
る
役
務
取
引
許
可
申
請
書

申
請
を
す
る
者

別
紙
様
式
第
三
に
よ
る
役
務
取
引
許
可
申
請
書

イ

法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
令
第
十
八
条
第
四

イ

法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
令
第
十
八
条
第
四

項
（
役
務
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業

項
（
役
務
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業

大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
居
住
者
又
は
非
居
住
者

大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
居
住
者

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三
の
二
・
四

（
略
）

三
の
二
・
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
二
条
～
第
八
条

（
略
）

第
二
条
～
第
八
条

（
略
）

（
許
可
を
要
し
な
い
役
務
取
引
等
）

（
許
可
を
要
し
な
い
役
務
取
引
等
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

令
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
取
引
は

２

令
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
取
引
は

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
と
す
る
。

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

三
の
二

核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
第
三
条
１
及
び
４
の
規
定
の

三
の
二

核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
第
三
条
１
及
び
４
の
規
定
の

実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
国
際
原
子
力
機
関
と
の
間
の
協
定
又
は

実
施
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
国
際
原
子
力
機
関
と
の
間
の
協
定
の
実

核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
第
三
条
１
及
び
４
の
規
定
の
実
施
に

施
の
た
め
に
国
際
原
子
力
機
関
に
対
し
て
行
う
技
術
を
提
供
す
る
こ
と
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関
す
る
日
本
国
政
府
と
国
際
原
子
力
機
関
と
の
間
の
協
定
の
追
加
議
定

を
目
的
と
す
る
取
引

書
の
実
施
の
た
め
に
国
際
原
子
力
機
関
に
対
し
て
行
う
技
術
を
提
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引

三
の
三
～
十
五

（
略
）

三
の
三
～
十
五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
十
条
～
第
十
二
条

（
略
）

第
十
条
～
第
十
二
条

（
略
）

別
紙
様
式
第
１
（
第
１
条
関
係
）
～
別
紙
様
式
第
１
２
（
第
３
条
関
係
）

別
紙
様
式
第
１
（
第
１
条
関
係
）
～
別
紙
様
式
第
１
２
（
第
３
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）
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○
輸
出
貨
物
が
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
核
兵
器
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
開
発
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め
に

用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
七
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
削
る
）

九

テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
一
号
）
に
基
づ
く
補
給
支
援
活

動
（
同
活
動
に
付
随
し
て
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
九
号
に
基
づ
き
実

施
さ
れ
る
事
前
の
訓
練
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
に
貨
物
の
輸

出
を
行
う
場
合

（
削
る
）

十

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の

実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に

基
づ
く
対
応
措
置
（
同
活
動
に
付
随
し
て
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
九

号
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
前
の
訓
練
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
た

め
に
貨
物
の
輸
出
を
行
う
場
合

別
表

（
略
）

別
表

（
略
）


